
○誰かに助けてもらう こと なく 、 一人で外出できるほど元気な方

○元気であるが、 家事をする習慣がないためにお手伝いを必要と する方など

※こ のよう な方は、 将来介護が必要になったと きに申請し てく ださ い。

○要介護（ 要支援）認定の申請から 認定結果の通知までは30 日程度かかりますが、 サービスの利用を急ぐ

と きは、 結果が通知さ れるまでの間でも 、 見込まれる要介護度に応じ て、 仮のケアプラン（ P15 参照）

によるサービス利用が可能です。

○仮のケアプランの作成については、「 えがおの窓口」 「 あんし んすこ やかセンタ ー （ 地域包括支援セン

タ ー）」 （ P43 〜 47 参照）に相談し てく ださ い。

○「 えがおの窓口」 「 あんし んすこ やかセンタ ー （ 地域包括支援センタ ー）」 には、 仮のケアプランによる

サービス利用の相談と と も に、 要介護（ 要支援）認定の申請の代行を依頼するこ と ができます。

○要介護状態‥‥‥ねたきり や認知症などで、 入浴、 排せつ、 食事などの日常の生活動作について、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 いつも 介護が必要な場合

○要支援状態‥‥‥いつも 介護が必要と まではいかなく ても 、 家事や身じ たく などの日常生活に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 手助けが必要な場合

※総合事業のサービス（ P32・ 33 参照） のみ利用の場合は、 基本チェックリスト により「 事業対象者」 に該当し た方も 利用で

きます。

※要介護（ 要支援）状態になった原因は、 特に問いません。

※交通事故など第三者による行為が原因で介護が必要になった場合も 、 介護保険サービスを利用するこ と ができます。 　

「 第三者行為による傷病届」 等の書類の提出が必要ですので、 お住まいの区役所・ 北須磨支所の介護医療係（ 北神区役

所は市民課窓口係）にお問い合わせく ださ い。

○老化に伴う 病気（ 「 特定疾病」 ）によって、 要介護状態や要支援状態になった場合

※特定疾病以外の原因により 要介護（ 要支援）状態になった場合は、 介護保険サービスを利用するこ と ができません。

特

定

疾

病

①がん（ 医師が一般に認めら れている医学的知見
に基づき 回復の見込みがない状態に至ったと 判
断し たも のに限る）

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

②関節リウマチ ⑩早老症

③筋萎縮性側索硬化症 ⑪多系統萎縮症

④後縦靱帯骨化症 ⑫糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑤骨折を伴う 骨粗鬆症 ⑬脳血管疾患

⑥初老期における認知症 ⑭閉塞性動脈硬化症

⑦進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性症及
びパーキンソン病

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著し い変形を伴う 変形性関節症

介護保険サービスを利用するには認定調査などが必要です

■ 65 歳以上の方（ 第1 号被保険者）

■ 40 歳〜 64 歳の方（ 第2 号被保険者）

● 要介護（ 要支援）の対象と なら ない方の例

● 急にサービスの利用が必要になった時

P.4

介護保険の

し く み

P.6

加入者と

保険証

P.8

保険料の

し く み

P.13

介護保険による
サービスの利用

P.41

介護保険外の

サービ ス

P.42

介護保険サービス

の利用にあたって

P.43

相談窓口

13

介護保険によるサービスの利用



介護保険の

介護サービス

要介護１～5の方が

利用できるサービス
（ P20、25～31参照）

介護保険の
介護予防
サービス

要支援１・ 2の方が

利用できるサービス
（ P20～24参照）

（ P32・ 33参照）

総合事業の
訪問型・ 通所型

サービス
要支援1・ 2の方及び

事業対象者の方が

利用できるサービス

6 5歳以上の高齢者が利用できる取組み（ P33 参照）

介護や支援が必要な人
（ 介護保険のサービスを 利用し たい人）

あんし んすこ やかセンタ ー
（ 地域包括支援センタ ー）

あんし ん すこ やか センタ ー

のシンボルマーク

えがおの窓口
（ 指定居宅介護支援事業所）

えがおの窓口
（ 指定居宅介護支援事業所）

元気な
高齢者

相
談

要介護
１～５

要支援
１・２

認定
非該当

・ ケアプラン

（ 居宅サービス計画）作成

・ 介護保険施設の選択

あんし ん すこ やか センタ ー

のシンボルマーク

あんし んすこ やかセンタ ー
（ 地域包括支援センタ ー）

・ ケアプラン

（ 介護予防サービス・ 支援計画）

作成

介 護 保 険 の 加 入 者

介護や支援は

必要ない人

（ 非該当・ 自立）

一般介護予防事業

要介護・ 要支援認定申請
（ P16・ 17参照）

事業
対象者
該当

基本チェックリスト を
実施(P32参照)

介護保険サービスなどの利用まで
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　「 地域包括支援センタ ー」 の神戸市における愛称です。

※詳細についてはP43 をご覧く ださ い

「 えがおの窓口」

「 あんし んすこ やかセンタ ー」

　 介護保険のサービスを利用すると き、 相談にのっても ら える事業

者です。

　 本人や家族から の依頼により 、 要介護認定の申請も 代行し ます。

申請代行の費用は通常無料です。

　 ケアマネジャーが要介護や要支援の認定を受けた方について、 ど

のよう な介護サービスが必要かを判断し 、 本人や家族の希望を踏ま

え、 具体的なケアプランを 作成し ます。 ケアプラン作成についても

利用者の負担は原則とし てありません。
「 えがおの窓口」は、「 指定居宅介護

支援事業者」の神戸市における愛称

です。
※「 えがおの窓口」 は、 本人や家族が自由に選ぶこ と ができます。 ただし 、 サービ

スを 提供する地域をそれぞれの「 えがおの窓口」 が定めていますので、 詳し く は

それぞれの「 えがおの窓口」にお問い合わせく ださ い。

「 えがおの窓口」 の電話番号等のお問い合わせは

神戸市福祉局介護保険課 ☎322 －6228 か各区役所（ 支所）又は神戸ケアネット（ 裏表紙参照） へ。

「 あんし んすこ やかセンタ ー （ 地域包括支援センタ ー） 」 の電話番号等はP44 〜 P47 をご覧下さ い。

　 介護（ 予防） サービスを適切に利用できるよう に、 利用者や家族の心身の状況や生活の環境など

に配慮し て、 どのよう な介護サービスを いつ、 どれだけ利用するかを 決める計画のこ と で、 一般

的にケアマネジャーに作成し ても ら います。 ケアプランに沿ってケアマネジャーが調整し た事業者

により サービスが提供さ れますが、 一定期間ごと にサービスの効果や必要性を 評価し て、 見直し

を行います。

　 ケアプランは、「 自分でできるこ と はできる限り 自分で行う こ と 」 を 基本と し ており 、 本人の能

力に応じ 自立し た日常生活を営むこと ができるよう 目標を決め、 その達成を支援し ます。

　 ケアプランを自分で作成するこ と も 可能ですが、 事業者と の連絡調整や毎月区役所へケアプラ

ンの提出を行う 必要があり ます。 ※総合事業のサービスを利用の方は自己作成はできません

　 利用者や家族から の相談を受け、 ケアプランを作成し 、 専門職や事業者等と

連携や調整を行い、介護が総合的に行われるためのまと め役をし ます。 看護師、

社会福祉士、 介護福祉士など一定の実務経験のある資格者などが、 介護保険

法に基づく 試験に合格し 、 所定の研修を修了し て従事し ています。

　 その業務は、 特定のサービス種類や事業者に偏るこ と のないよう 、 公正中立

に行います。

● 介護サービスを利用すると きの相談窓口

● ケアプラン

● ケアマネジャー （ 介護支援専門員) 
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　 介護保険サービスを利用するためには、 まずは申請し て、「 介護や支援が必要である」と の認定を

受けること が必要です。

※総合事業のサービス（ P32・ 33 参照）のみ利用の場合は、 基本チェックリスト により「 事業対象者」に該当し た方も 利用できます。

要介護（ 要支援）認定の申請書を常備し ている「 えがおの窓口」 や「 あんし んすこ やかセンタ ー （ 地域包括

支援センタ ー）」 に、 神戸市への申請の代行を依頼するこ と ができます。（ 申請代行の手数料は通常無料

です。）また、 本人や家族が直接申請するこ と も できます。

○「 えがおの窓口」 「 あんし んすこ やかセンタ ー （ 地域包括支援センタ ー） 」には、介護サービスの利用についての相談も できます。

１ ．要介護（ 要支援） 認定の申請

主治医（ かかり つ け 医） に、

医学的見地から 意見書を 作

成し ても ら います。（ 神戸市

から 直接依頼し ます）

※詳細につ い て は次ペ ージ の

「 主治医意見書についての注意

事項」 参照

２ ．主治医意見書

意
見
書

神戸市から 委託を 受

けた調査員が自宅など

を 訪問し ます。（ 調査

員から 日程調整の連

絡があります）

※詳細については次ペー

ジの「 認定調査について

のＱ＆Ａ 」 参照

２ ．認定調査（ 訪問調査）

介護認定審査会の判定にも と づいて、 神戸市が要介護度を

認定し ます。「 要支援1・ 2」 、「 要介護1 〜 5」 、「 非該当」

があり 、 本人へ文書で通知し ます。（ 保険証を同封し ます。）

※申請から 認定結果の通知まで、30 日程度かかり ます。

４ ．要介護（ 要支援） 認定と 結果の通知

要支援1・ 2→18 ページへ

要介護1〜5→1 8・ 1 9 ページへ

３ ．判定

一次判定

認定調査結果などをもと に、 全

国共通のコ ンピュータ ソフト を

用いて要介護度を判定し ます。

③本人や家族が直接申請

区役所（ 北須磨支所） 保健福
祉課（ 裏表紙参照） に お 問い
合わせく ださ い。

二次判定（ 介護認定審査会）

保健・ 医療・ 福祉の専門家による介護認定審査

会が、 一次判定結果、 認定調査票特記事項、 主

治医意見書から 、 要介護度を審査・ 判定し ます。

②「 あんし んすこ やかセンタ ー
（ 地域包括支援センタ ー）」に依頼

「 あんし んすこ やかセン

タ ー（ 地 域 包 括 支 援セ

ンタ ー）」一覧は4 4 〜4 7

ページをご参照く ださ い。

①「 えがおの窓口」に依頼

問い 合わせ先はケ
アネット で検索する
か 介 護 保 険 課（ 裏
表紙参照）にお問い
合わせく ださ い。

通
知
書

■ 介護保険サービス利用までの手順（ 要介護認定申請から 要介護認定まで）
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①要介護（ 要支援） 認定の申請には、 保険証（ 被保険者証） が必要です。 第2 号被保険者（ P6 参照） の場

合は、 加入し ている医療保険の保険証の写し も 必要です。

②申請書には、 主治医の氏名などを 記入し ます。 主治医に、 認定の申請についての連絡をし ておきま

しょ う 。

③急病等によってその状況が一時的に変化し ている場合や入院・ 手術直後など、 お体の状態が安定し て

いないと きに認定調査を受けると 適正な介護度が出ない可能性があり ます。 要介護（ 要支援） 認定の申

請は、 ある程度状態が安定し てから 行ってく ださ い。

④がん末期等により 短期間のう ちに死亡の恐れがあり 、 サービスを利用する予定がある場合は、 お住まい

の区役所・ 北須磨支所保健福祉課窓口で申請を行い、 病状等について窓口でご説明く ださ い。

①主治医に「 認定申請をおこ なう ので、 神戸市か

ら 意見書作成依頼がある」 旨の連絡をお願いし

ます。

②1 か月以上診察を受けていない場合など、 作成

のため、 改めて受診が必要なこと があり ます。

③日頃から 、 主治医を も ち、 必要に応じ て 主治

医意見書予診票も ご利用く ださ い。

※認定審査会の意見に基づき有効期間の延長や短縮を行います。

申請区分等
原則の

認定有効期間
設定可能な認定有効

期間の範囲※

新規申請・ 変更申請 6 か月 3 か月〜 12 か月

更新申請 12 か月 3 か月〜 48 か月

Ｑ１ どんなこと を聞かれるのですか？

Ａ１  調査は全国共通で、74 項目の基本調査（ 一部

動作確認あり ） と 家族状況や住宅環境など

について の概況調査を 、 聞き 取り 等で 行い

ます。

本人の心身の状態や介護の状況について、

調査の時の様子だけでなく 、 日頃の状況につ

いても お聞きし ます。

Ｑ２ 家族は同席し ても 良いのでしょ う か？

Ａ２ 本人だけでは十分に伝えら れないと 考えら れ

ると きは、 家族等の同席をお願いし ます。

●認定調査や主治医意見書で把握し た心身の状態の情報が、 全国共通のコ ンピュータソフト によって、 統計

データ にもと づいて推計さ れた介護の時間に置き換えら れ、 要介護度が示さ れます。（ 一次判定）

●介護認定審査会では、 一次判定結果や認定調

査票特記事項、 主治医意見書を も と に、 対象

者固有の介護の手間について

審査を 行い、 最終的な要介護

度を判定し ます。（ 二次判定）

非該当
要支援

1
要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

要支援2

要介護1

推計さ れた介護の時間

25分 32分 50分 70分 90分 110分

※「 要支援 2」 と「 要介護 1」 は推計さ れた介護の時間では同じ 区分で、「 認知機能の低下」

と「 状態の安定性」 の観点から 、 介護認定審査会で審査・ 判定し ています。

● 要介護認定を受けるにあたっての注意事項

● 認定調査についてのＱ＆Ａ ● 主治医意見書についての注意事項

● 要支援・ 要介護認定 有効期間一覧表

● 要介護度の判定
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ケアマネジャー等が、 本人や家族の希望を聴きながら ケアプランを作成し 、 サービス提

供事業者と の利用調整や予約を行います。

３ ．「 ケアプラン」 の作成

「 要支援1・ 2」 と
認定さ れた方

「 事業対象者」 に
該当し た方

総合事業の
サービスを

利用する場合

介護予防サービ ス・
総合事業のサービスを

利用する場合
在宅サービスを 利用する場合

「 あんし んすこやかセンタ ー
（ 地域包括支援センタ ー）」 と 契約 「 えがおの窓口」 と 契約

契約し た「 あんし んすこ やかセンタ ー」 または「 えがおの窓口」 にケアプランの作成を

依頼し ます。

１ ．ケアプラン作成を 依頼する

届出書については、 ケアプランの作成を依頼し た「 あんし んすこ やかセンタ ー」 または

「 えがおの窓口」にご相談く ださ い。 届出には保険証の添付が必要です。

※事業対象者の方は、「 介護予防ケアマネジメ ント 依頼届出書」と「 基本チェ ッ ク リ スト 」を提出

２ ．「 ケアプラン作成依頼届出書」 等を神戸市へ提出

ケアプランにもと づいて、 サービスを利用し ます。

６ ．介護保険サービスの利用

「 要介護1〜5」 と 認定さ れた方

サービス提供事業者から 、 利用するサービスについて具体的な説明をう けます。

介護の方法や金額・ 解約手続きなどについて書かれた書類（ 重要事項説明書） の内

容をよく 確認し ましょう 。

４ ．サービス内容の説明

利用するサービスが決まったら 、 それぞれのサービス提供事業者と 契約し ます。

５ ．サービス提供事業者と 契約
契約書
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■ 介護保険または総合事業のサービス利用までの手順
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施設の担当者から 、 施設で受けら れるサービスについての具体的な説明を受け

ます。 介護の方法や金額などについて書かれた書類（ 重要事項説明書） の内容

をよく 確認し ましょう 。

２ ．サービス内容の説明

入所を希望する施設が決まったら 、 その施設と 契約し ます。

３ ．介護保険施設と 契約

入所し た施設で、 施設のケアマネジャーが本人にあったケアプランを作成し ます。

４ ．施設での「 ケアプラン」 の作成

ケアプランにもと づいてサービスが提供さ れます。

５ ．施設サービスの利用

　 介護サービスは、 利用者と「 あんし んすこ やかセンタ ー （ 地域包括支援センタ ー）」 や「 えがおの窓口」 、 

個々のサービス提供事業者・ 介護保険施設と の「 契約」 に基づいて提供さ れるも のです。 利用者と 事業者の

間のト ラブルの多く は、説明不足や理解不足が原因と なり ますので、契約時には「 具体的なサービス内容」「 利

用料」 「 苦情対応窓口」 「 解約手続き」 などをしっかり 確認するこ と が大切です。「 重要事項説明書」 や「 契

約書」 の内容について不明な点があれば、 理解できるまで説明を求めましょう 。

「 えがおの窓口」 に相談し 施設を紹介し てもらう か、 直接施

設へ申し 込みます。 ※特別養護老人ホームの申し 込みにつ

いてはP31 の「 特別養護老人ホームの入所指針」 参照

１ ．介護保険施設の選択

「 要介護1〜5」 と 認定さ れた方

施設サービス（ P31参照） を 利用する場合（ 在宅での生活が困難な方）

契約書

印

● 介護事業者と 契約すると きの注意点
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